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メンタルヘルス対策自主点検の結果について 
～ 事業場規模１０人以上３０人未満の事業場 ～ 

 

 宮崎労働局（局長 田中大介）は、県内の規模１０人以上３０人未満の事業場のメンタ

ルヘルス対策の取組状況を把握するため、対象となる５，０００事業場のうち、無作為

に抽出した５００事業場に対して自主点検を送付し、回答があった２４０事業場の結果

をとりまとめました。 
自主点検の結果、昨年度１年間に「メンタルヘルス不調により１月以上休業した又は

退職した労働者がいる」と回答した事業場の割合は６．３％で、同規模の全国平均の 

４．２％の約１．５倍となりました。 
また、ストレスチェック（労働者の心理的な負担の程度を把握するための医師又は保

健師等による検査）を実施している事業場の割合は２７．５％で、全国平均の５３．５％

を大きく下回る結果となりました。 
令和３年７月２１日に厚生労働省が発表した「労働安全衛生調査（実態調査）」による

と、仕事や職業生活に関することで、強い不安やストレスを感じている労働者の割合は

依然として５割を超えています。 
また、精神障害による労災請求件数は全国的に年々増加傾向にあり、県内において

も令和２年度の精神障害による労災請求は１１件となっています（労災認定されたもの

は２件）。 
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宮崎労働局では、県内は、中小規模事業場の割合が高く、職場のメンタルヘルス対

策が遅れていること、また、メンタルヘルス不調による休業者の割合も高いことから、引

き続き、働きやすい職場環境の実現に向けて、メンタルヘルス対策助成金の活用等を

含め、職場のメンタルヘルス対策の推進に積極的に取り組んでまいります。 

 
〔添付書類〕 
 

資料１ メンタルヘルス自主点検結果 
 

資料２ 精神障害の労災認定件数の推移 
 

資料３ 令和２年「労働安全衛生調査（実態調査）の概要」 
 

資料４ ストレスチェック制度導入マニュアル 
 

資料５ メンタルヘルス対策助成金リーフレット 
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メンタルヘルス自主点検結果 

（事業場規模 １０人以上３０人未満） 

 

１自主点検の対象事業場について 

宮崎県内の事業場規模１０人以上３０人未満の５，０００事業場うちから無

作為に抽出した５００事業場に対して「メンタルヘルス対策自主点検票」を送

付し、２４０事業場（４８％）から回答があった。 

 

２ 回答状況について 

（１）メンタル不調者の有無 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの１年間に、メンタルヘ

ルス不調により連続１か月以上休業した又は退職した労働者がいると回

答した事業場は、１５事業場（回答事業場の６．３％）となっており、同

規模の全国平均４．２％（令和２年に厚生労働省が実施した「労働安全衛

生調査（実態調査）」の結果）の１．５倍という結果となった。 

メンタル不調

者の有・無 
製造業 建設業 

運輸 

交通業 
商業 

保健 

衛生業 

接客 

娯楽業 

その他

の事業 
全業種 

有 １ ０ １ ０ ５ ２ ６ １５ 

無 ２７ ３０ １４ ４９ ４３ １１ ５１ ２２５ 

合計 ２８ ３０ １５ ４９ ４８ １３ ５７ ２４０ 

有の割合 3.6% 0% 6.7% 0% 10.4% 15.4% 10.5% 6.3% 

 

（２）ストレスチェック（労働者の心理的な負担の程度を把握するための医師又

は保健師等による検査）の実施状況 

回答があった２４０事業場のうち２７．５％にあたる６６事業場がスト

レスチェックを実施しているが、同規模の全国平均の５２．７％を大きく

下回っている。 

主要業種別では、その他の事業が４７．４％で最も高く、次いで製造業

が２８．６％、運輸交通業２６．７％、商業２６．５％の順となっている。 

最も実施率が低いのが保健衛生業で１２．５％であった。 

 

 

 

 

資料１ 
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ｽﾄﾚｽ 

ﾁｪｯｸ実施

状況 

製造業 建設業 
運輸 

交通業 
商業 

保健 

衛生 

接客 

娯楽 

その他 

の事業 
全業種 

 実施 ８ ５ ４ １３ ６ ３ ２７ ６６ 

 未実施 ２０ ２５ １１ ３６ ４２ １０ ３０ １７４ 

 計 ２８ ３０ １５ ４９ ４８ １３ ５７ ２４０ 

実施率 28.6％ 16.7％ 26.7％ 26.5％ 12.5％ 23.1％ 47.4％ 27.5％ 

※「その他の事業」とは、派遣業、警備業、情報処理サービス業等をいう。 

※労働者数５０人以上の事業場においては、ストレスチェックの実施及び労

働基準監督署への報告が法令で義務付けられているが、５０人未満の事業

場については、当面努力義務となっている。 

 

ストレスチェックを実施した６６事業場のうち、 

① 面接指導を実施した事業場は５４事業場で実施割合は８１．８％であっ

た。 

面接指導 全業種 

 実施 ５４ 

 未実施 １１ 

 実施予定 １ 

 計 ６６ 

実施率 ８１．８％ 

   

②ストレスチェック結果を集団ごと集計・分析している事業場は６０事業場 

で実施割合は９０．９％であった。 

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ結果の

集計・分析 全業種 

 実施 ６０ 

 未実施 ３ 

 実施予定 ３ 

 合 計 ６６ 

実施率 ９０．９％ 
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③ストレスチェック結果を集団ごと集計・分析した結果を職場環境改善のた

めに活用している事業場は５９事業場で８９．４％であった。 

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ分析結

果の活用 全業種 

 活用 ５９ 

 未活用 

 （未回答含む） ７ 

 計 ６６ 

実施率 ８９．４％ 

  ※「未活用」には、ストレスチェックを実施した事業場のうち、本欄に 

未回答の事業場を含む。 

 
（主な活用内容）（複数回答） 

ア 業務配分見直し ２９ 

イ 人員体制組織見直し ２７ 

ウ 管理監督者研修 ２１ 

エ 衛生委員会等で審議 ２３ 

オ その他 ４ 

 

（３）事業場内のメンタルヘルス推進担当者の選任状況 

選任しているのは、８３事業場（回答事業場の３４．６％）にとどまって

いる。主要業種別では、建設業の選任率が４０．０％で最も高く、次いでそ

の他の事業が３８．６％となっている。 

担当者の

選任 
製造業 建設業 

運輸 

交通業 
商業 

保健 

 衛生業 

接客 

 娯楽業 

その他

の事業 全業種 

 選任 ９ １２ ４ １６ １６ ４ ２２ ８３ 

 未選任 １９ １８ １１ ３３ ３２ ９ ３５ １５７ 

 計 ２８ ３０ １５ ４９ ４８ １３ ５７ ２４０ 

実施率 32.1％ 40.0％ 26.7％ 32.7％ 33.3％ 30.8％ 38.6％ 34.6％ 
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（４）メンタルヘルス対策のための教育研修・情報提供（複数回答） 

①労働者に対して実施している     ７３事業場（３０．４％） 

②管理監督に対して実施している    ５４事業場（２２．５％） 

③産業保健スタッフに対して実施している  ６事業場（２．５％） 

  となっており、これらのいずれかを実施している事業場は、８９事業場 

（３７．１％）となっている。 

教育研修・情報提供 製造業 建設業 

運輸 

交通業 商業 

保健 

衛生業 

接客 

娯楽業 

その他

の事業 全業種 

1) 労働者に実施 ７ ６ ５ １１ １６ ３ ３１ ７３ 

2) 管理監督者に実施 ５ ４ ５ ９ ８ ３ ２４ ５４ 

3) 産業保健ｽﾀｯﾌに実施 ０ ０ ０ ０ ２ ０ ４ ６ 

 1)～3)のいずれか実施 １０ ８ ６ １４ ２０ ４ ３５ ８９ 

 4) 未実施 １８ ２２ ９ ３５ ２８ ９ ５２ １５１ 

実施率 35.7％ 26.7％ 40.0％ 28.6％ 41.7％ 30.8％ 47.7％ 37.1％ 

 

（５）心の健康づくり計画の策定状況 

計画を策定している事業場は、４６事業場（１９．２％）にとどまってい

る。 

主要業種別では、運輸交通業が３３．３％と最も高い。 

心の健康づく

り計画の策定 製造業 建設業 

運輸 

交通業 
商業 

保健 

衛生業 

接客 

娯楽業 

その他の

事業 全業種 

 策定済 ５ ５ ５ ７ ６ ３ １５ ４６ 

 未策定 ２３ ２５ １０ ４２ ４２ １０ ４２ １９４ 

 計 ２８ ３０ １５ ４９ ４８ １３ ５７ ２４０ 

実施率 17.9％ 17.0％ 33.3％ 14.3％ 12.5％ 23.1％ 26.3％ 19.2％ 

 

（６）その他のメンタルヘルス対策の取組状況 （複数回答） 

メンタルヘルスに関する安全衛生委員会等における調査審議、相談体制の

整備、健診後の保健指導における対策の実施、医療機関、産業保健総合支援

センター等事業場外資源の活用、労働者に対する情報提供のいずれかのメン

タルヘルス対策の取組を行っている事業場は、１５０事業場（６２．５％）

となっている。 
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その他のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策の取組内容 事業場数 

 1) 安全衛生委員会等で調査審議 ３７ 

 2) 相談体制の整備 ８８ 

 3) 健診後の保健指導で対策の実施 ６８ 

 4) 医療機関を活用 ２３ 

 5) 産業保健総合支援ｾﾝﾀｰを活用 １９ 

 6) 労働者に対する情報提供 ９０ 

  1)～6)のいずれか実施 １５０ 

実施率 ６２．５％ 

 

（７）何らかのメンタルヘルス対策の取組状況 

ストレスチェックの実施、メンタルヘルス推進担当者の選任、労働者等に

対する教育研修・情報提供、心の健康づくり計画の策定、その他のメンタ 

ヘルス対策のいずれか１つ以上を実施している事業場は、１６３事業場（６

７．９％）と全体の３分の２以上を占めている。 

主要業種別では、運輸交通業が８割を超えている一方、接客娯楽業では５

割を下回っている。 

何らかのﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ

対策の取組 製造業 建設業 

運輸 

交通業 
商業 

保健 

衛生業 

接客 

娯楽 

その他

の事業 全業種 

 取組んでいる １８ １９ １２ ３２ ３７ ６ ３９ １６３ 

 取組んでいない １０ １１ ３ １７ １１ ７ １８ ７７ 

    計 ２８ ３０ １５ ４９ ４８ １３ ５７ ２４０ 

実施率 64.3％ 63.0％ 80.0％ 65.3％ 77.1％ 46.2％ 68.4％ 67.9％ 

 

 

 



メンタルヘルス自主点検結果
（県内10人以上30人未満規模）

宮崎労働局では、県内の規模１０人以
上３０人未満の事業場のメンタルヘルス
対策の取組状況を把握するため、対象と
なる５，０００事業場のうち、無作為に
抽出した５００事業場に対して自主点検
を送付し、回答があった２４０事業場の
結果をとりまとめました。

【宮崎労働局労働基準部 健康安全課】



いる
6.3%

いない
93.7%

昨年度１年間に「１月以上の休業又は

退職者した者がいる」と回答した事業場の割合

回答のあった２４０事業場のうち、昨年度１年間に「メンタルヘルス不
調により１月上の休業又は退職した労働者がいると回答事業場は１５事業
場（６．３％）で、同規模の全国平均４．２％の１．５倍となっている。



実施している

27.5%

実施していない

72.5%

ストレスチェックを実施している割合 ストレスチェック（労働者の
心理的な負担の程度を把握する
ための医師又は保健師等による
検査）の実施状況
回答があった２４０事業場の

うち２７．５％にあたる６６事
業場がストレスチェックを実施
しているが、同規模の全国平均
の５２．７％を大きく下回って
いる。

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ
実施状況

製造業 建設業
運輸
交通業

商業
保健
衛生

接客
娯楽

その他
の事業

全業種

実施 ８ ５ ４ １３ ６ ３ ２７ ６６

未実施 ２０ ２５ １１ ３６ ４２ １０ ３０ １７４

計 ２８ ３０ １５ ４９ ４８ １３ ５７ ２４０

実施率 28.6％ 16.7％ 26.7％ 26.5％ 12.5％ 23.1％ 47.4％ 27.5％



実施している

81.8％

未実施

16.7％

実施予定

1.5％

ストレスチェック後の面接指導

の実施状況

実施している

90.9％

未実施

4.5％

実施予定

4.6％

集団分析の実施状況

ストレスチェックを実施していると回答があった６６事業場のうち、面
接指導を実施している事業場の割合は８１．８％であった。
また、ストレスチェックの結果の集団分析を実施している割合は９０．

９％であった。



活用している

89.4％

活用していない

10.6％

集団分析結果の活用状況

0 5 10 15 20 25 30

業務配分見直し

人員体制組織見直し

管理監督者研修

衛生委員会等で審議

その他

29

27

21

23

4

分析結果の活用状況（複数回答）

ストレスチェック結果の集団分析結果を職場環境改善のために活用して
いる事業場の割合は８９．４％で、活用している内容は、①業務配分見直
しが一番多く２９件、②人員体制組織見直し２７件、③衛生委員会等で審
議２３件等となっている。



選任してい

る

34.6％
選任して

いない

65.4％

メンタルヘルス推進者の選任状況

担当者の選任 製造業 建設業
運輸
交通業 商業

保健
衛生業

接客
娯楽

その他
の事業 全業種

選任している 9 12 4 16 16 4 22 83

選任していない 19 18 11 33 32 9 35 157

合 計 28 30 15 49 48 13 57 240

選任率 32.1% 40.0% 26.7% 32.7% 33.3% 30.8% 38.6% 34.6%

事業場内にメンタルヘルス推進
担当者を選任していると回答した
事業場の割合は３４．６％となっ
ており、主要業種別では、建設業
の選任率が４０．０％で最も高く、
次いでその他の事業３８．６％、
保健衛生業３３．３％となってい
る。
一方、選任率が低い業種は運輸

交通業で、２６．７％となってい
る。



実施している

37.1％
実施して

いない

62.9％

教育研修・情報提供の状況

0 10 20 30 40 50 60 70 80

労働者に実施

管理監督者に実施

産業保健スタッフに実施

73

54

6

教育研修・情報提供の実施（複数回答）

教育研修・情報提供 製造業 建設業
運輸
交通業 商業

保健
衛生業

接客
娯楽業

その他
の事業 全業種

（1） 労働者に実施 ７ ６ ５ １１ １６ ３ ３１ ７３

（2） 管理監督者に実施 ５ ４ ５ ９ ８ ３ ２４ ５４

（3）産業保健ｽﾀｯﾌに実施 ０ ０ ０ ０ ２ ０ ４ ６

（1）～（3）のいずれか実施 １０ ８ ６ １４ ２０ ４ ３５ ８９

（4）未実施 １８ ２２ ９ ３５ ２８ ９ ５２ １５１

実施率 35.7％ 26.7％ 40.0％ 28.6％ 41.7％ 30.8％ 47.7％ 37.1％

メンタルヘルス対策のための教育研修・情報提供を実施していると回答し
た事業場の割合は、３７．１％となっており、主要業種別では、その他の事
業が４７．７％で最も割合が高く、次いで保健衛生業４１．７％、運輸交通
業４０．０％となっている。
一方、実施率が低いのは建設業で２６．７％となっている。



策定している

19.2％

策定していない

80.8％

心の健康づくり計画の策定状況

心の健康づくり計画 製造業 建設業 運輸交通 商業 保健衛生 接客娯楽
その他
の事業 全業種

策定している 5 5 5 7 6 3 15 46

策定していない 23 25 10 42 42 10 42 194

合計 28 30 15 49 48 13 57 240

実施率 17.9% 17.0% 33.3% 14.3% 12.5% 23.1% 26.3% 19.2%

心の健康づくり計画を策定してい
ると回答した事業場の割合は １９．
２％となっており、主要業種別では、
運輸交通業が３３．３％で最も割合
が高く、次いでその他の事業２６．
３％、接客娯楽業２３．１％となっ
ています。
一方、実施率が低いのは保健衛生

業で１２．５％となっている。



実施している

62.5％

実施していない

37.5％

その他のメンタルヘルス
対策の取組状況
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安全衛生委員会等で調査審議

相談体制の整備

健診後の保健指導で対策の実

施

医療機関を活用

産業保健総合支援ｾﾝﾀｰを活用

労働者に対する情報提供
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その他のメンタルヘルスの取組内容

メンタルヘルスに関する安全衛生委員会等における調査審議、相談制の
整備、健診後の保健指導における対策の実施、医療機関、産業保健総合支
援センター等事業場外資源の活用、労働者に対する情報提供のいずれかの
メンタルヘルス対策の取組を行っている事業場は、１５０事業場（６２．
５％）となっている。



何らか取組んでいる

67.9％

取組んでいない
32.1%

何らかのメンタルヘルス対策に

取組んでいる割合

何らかのﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策の取組 製造業 建設業 運輸交通 商業 保健衛生接客娯楽
その他の
事業 全業種

取組んでいる 18 19 12 32 37 6 39 163

取組んでいない 10 11 3 17 11 7 18 77

計 28 30 15 49 48 13 57 240

実施率 64.3% 63.0% 80.0% 65.3% 77.1% 46.2% 68.4% 67.9%

ストレスチェックの実施、メンタ
ルヘルス推進担当者の選任、労働者
等に対する教育研修・情報提供、心
の健康づくり計画の策定、その他の
メンタルヘルス対策のいずれか１つ
以上を実施している事業場は、１６
３事業場（６７．９％）と全体の３
分の２以上を占めていいる。
主要業種別では、運輸交通業が８

割を超えている一方、接客娯楽業で
は５割を下回っている。



メンタルヘルス対策に活用できる助成金

助成金のお問合せは、労働者健康安全機構又は宮崎
産業保健総合支援センターでお受けしています。
・ナビダイヤル（労働者健康安全機構）
（℡0570－783046）

・宮崎産業保健総合支援センター
（℡0985－62－2511）



【ポータルサイト「こころの耳」の利用】
「こころの耳」は、厚生労働省の委託事業として開
設された働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
です。
働く人だけでなく、サポートする家族・職場の上

司や同僚・会社経営者、人事担当者・メンタルヘル
スを支援する専門家等にも役立つ情報を提供してい
ます。
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精神障害の労災認定件数の推移（全国）

労災認定件数 請求件数

2

5

3 2 2

13

16

6

15

11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度

精神障害の労災認定件数の推移（県内）

労災認定件数 請求件数

精神障害による労災請求件数は増加傾向にあり、令和２年度の全国の
請求件数は２，０５１件でした。
県内においても令和２年度の精神障害による労災請求件数は１１件と

なりました（労災認定されたものは２件）。

資
料
２

精神障害の労災認定件数の推移






























































